座間市空き家バンク実施要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、市内における空き家等の有効活用を通じ、市への移住及び定住促進に取り組み、地域の活性化を図ること並びに管理不全な空き家等の発生を抑制し、良好な住環境を確
保することを目的として実施する座間市空き家バンクに関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　空き家等　市内において個人の居住を目的として建築し、現に居住していない、又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。
⑵　所有者等　空き家等について所有権その他の権利により、当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。

⑶　利用希望者　空き家等の購入又は賃貸借により、空き家等を利用しようとする者をいう。ただし、業として土地建物の売買、媒介、あっせん等を行おうとする者を除く。
⑷　空き家バンク　市内に存する空き家等の中で、所有者等が売買又は賃貸を希望する空き家等の情報を収集し、利用希望者へその情報を紹介する仕組みをいう。

⑸　情報登録　所有者等及び利用希望者への情報提供並びに市その他ホームページへの掲載を目的とし、空き家等に関する情報を空き家バンクに登録することをいう。
⑹　空家等管理活用支援法人　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２３条第１項の規定により、市から指定を受けた者をいう。
（適用上の注意）
第３条　この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
（空き家等の登録申込等）
第４条　情報登録をしようとする所有者等は、座間市空き家バンク情報登録申請書（第１号様式）、座間市空き家バンク情報登録カード（第２号様式）及び座間市空き家バンク情報登録同意書（第３号様式）に必要事項を記入の上、身分を証明するものの写しその他の書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、所有者等が次の各号のいずれかに掲げる者である場合は、登録をすることができないものとする。
⑴　情報登録をしようとする空き家等の固定資産税を滞納している者
　⑵　座間市暴力団排除条例（平成２３年座間市条例第２４号）第２条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団員等に該当する者
　⑶　前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
２　市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、現地調査を実施し、当該申請書及び登録カードの記載内容、空き家等の外観、内観等の状況、市場性等を総合的に判断し、座間市空き家バンク情報登録申請物件調査書（第４号様式）を作成する。
３　市長は、前項の規定による調査書を作成したときは、所有者等に座間市空き家バンク情報登録申請物件調査結果通知書（第５号様式）により通知するとともに、登録が適当と認められる空き家等（以下「登録空き家」という。）については、登録番号を付して座間市空き家バンク情報登録台帳（第６号様式。以下「登録台帳」という。）に登録するものとする。

４　情報登録の期間は２年間とし、その期間が終了した空き家等は第１項に規定する申請書を提出することにより、再度申請することができる。
（空き家等に係る登録事項の変更の届出）
第５条　前条第３項に規定する登録の通知を受けた者（以下「空き家等登録者」という。）は、当該登録事項に変更があったときは、座間市空き家バンク情報登録事項変更届（第７号様式）及び登録事項の変更内容を記載した座間市空き家バンク情報登録カードに必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
　（空き家等の登録抹消）
第６条　空き家等登録者は、登録台帳の登録を取り消そうとするときは、座間市空き家バンク情報登録抹消届（第８号様式）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、登録台帳に登録された空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等の登録を抹消するとともに、その旨を座間市空き家バンク情報登録抹消通知書（第９号様式）により、空き家等登録者に通知するものとする。
⑴　前項の規定による登録の取消しの届出があったとき。
⑵　当該空き家等の売買又は賃貸契約の成立が確認できたとき。

　⑶　登録した内容等に不正又は虚偽があることが認められたとき。
　⑷　その他、市長が登録を継続することが適当でないと認めたとき。

（媒介等の依頼）

第７条　空き家等登録者は、登録空き家の売買及び賃貸借の媒介を宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に規定する宅地建物取引業者に依頼する場合は、座間市空き家バンク媒介等依頼書（第１０号様式）を市長に提出することができる。

２　市長は、前項の規定による依頼を受けたときは、空家等管理活用支援法人へ依頼内容を報告するものとする。
（利用希望者の登録）
第８条　利用希望者が、登録空き家の情報提供を受けようとするときは、座間市空き家バンク利用希望者登録申請書（第１１号様式）に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、利用希望者が次の各号のいずれかに掲げる者である場合は、登録をすることができないものとする。
⑴　第１条に規定する趣旨に反する者
⑵　市税の滞納がある者
⑶　座間市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団員等に該当する者

　⑷　前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
２　市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、その内容等を確認し、座間市空き家バンク利用希望者登録申請結果通知書（第１２号様式）により、利用希望者に通知するとともに、登録が適当と認められる者（以下「利用者」という。）については、登録番号を付して座間市空き家バンク利用希望者登録台帳（第１３号様式）に登録するものとする。
　（情報提供）
第９条　市長は、必要に応じて、所有者等（媒介を依頼している宅地建物取引業者がいる場合は、当該宅地建物取引業者）及び利用希望者に対して、登録空き家の情報提供をするものとする。
（取引の報告）
第１０条　所有者等は、登録空き家の売買又は賃貸契約が成約した場合は、遅滞なく市長に報告するものとする。

２　市長は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、前項に掲げるもののほか、登録空き家の状況等について報告を求めることができる。
（空き家等の媒介契約等）

第１１条　市長は、利用者及び所有者等における空き家に係る交渉、媒介契約等には関与しない。
２　交渉、媒介契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、所有者等において解決しなければならない。
（個人情報の保護）

第１２条　空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に定めるところによる。
　（支援の実施）
第１３条　空家等管理活用支援法人は、空き家バンクを円滑に運営するために必要な支援を行うよう努めなければならない。

（実施細目）

第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附　則
この要綱は、令和８年７月１日から施行する。
